退職手当の受給等に関する申出書　　記入例　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申出年月日　　令和　２年　２月１０日
東　京　大　学　総　長　 殿
申出者　　所　属　　大学院薬学系研究科　　　2頁目に白紙の様式があります。3枚目の注意事項も確認の上記入し、2・3頁目を両面印刷して提出してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フリガナ　　　　　トウダイ　ハナコ
氏　名　　　東　大　　花　子　　　
下記のとおり退職手当の受給等にかかる申出をします。　
なお、４．の事項がある場合には、退職手当から控除されることは差し支えありません。

	
１ 振込先
※「ゆうちょ銀行」への振込みは出来ません。
	金融機関名
	      〇〇銀行
	担当者使用欄
	金融機関番号（４桁）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	支店名
	　　　〇〇支店
	
	店　番　号（３桁）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	預金の種類
	普通預金

	
	口座番号
	　1
	　2
	　3
	　4
	　5
	　6
	　7
	

	
	口座名義
（ｶﾅ又はｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ）
	　　　トウダイ　ハナコ

	２ 未徴収分
住民税の取扱い
	ﾁｪｯｸ
欄
	住民税を給与から控除（特別徴収）している場合は、下記のチェック欄にレ印をして下さい。（レ印がない場合は、「普通徴収」として扱います。）

	
	
	「普通徴収」　→　市区町村から送付される納付書によって直接支払う
※１月～４月末退職者は選択できません。

	
	
	「一括徴収」　→　今回の退職手当から控除して支払う
（住民税の未徴収額を退職手当から控除出来ない場合は普通徴収とします。）

	
	レ
	「特別徴収」　→　退職後の勤務先での給与から引き続き控除して支払う
※特別徴収の場合は、必ず退職後の勤務先をご記入下さい。

	
	
	退職後
勤務先
	勤務先名
	〇〇大学

	
	
	
	勤務先住所
	〒000-0000
東京都渋谷区～～～

	３ 退職後の住所

	※退職後の居所が国外である場合は、源泉徴収票等の送付先（国内に限る）も併せて記載願います。

	
	〒000-0000　東京都世田谷区～～～退職後の住所の記入漏れが多いので注意

　　℡(　090　)－(　0000　)－(　0000　)

	４ 退職手当からの控除項目
	①国家公務員共済組合掛金、社会保険料、雇用保険料、所得税、地方税その他法令で　　定めるもの　　　　②共済貸付けの返済金　　　　③財形持家融資の返済金
④宿舎の使用料　　　⑤給与（諸手当を含む。）の過払い分　　　　⑥旅費の返納分

	担当者使用欄
	住民税
	□一括徴収（　　　　円）　　□普通徴収に切替　　□特別徴収継続　　□特徴なし

	
	控除項目
	□共済貸付（　　　　　　　円）　□通勤手当払戻（　　月分給与・退職手当　　　　　円）
□給与返納等（　　　　　　円）　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	財務会計ｼｽﾃﾑ取引先ｺｰﾄﾞ
	


注1.太枠内をご記入ください。
注2.死亡退職者の場合は、氏名欄に死亡退職者名及び受給権者遺族者名を併記し金融機関名、口座番号及び
口座名義ついては、受給権者遺族について記入してください。
退職手当の受給等に関する申出書
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申出年月日　　令和　　年　　月　　日
東　京　大　学　総　長　 殿
申出者　　所　属　　大学院薬学系研究科　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フリガナ　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　
下記のとおり退職手当の受給等にかかる申出をします。　
なお、４．の事項がある場合には、退職手当から控除されることは差し支えありません。

	
１ 振込先
※「ゆうちょ銀行」への振込みは出来ません。
	金融機関名
	      
	担当者使用欄
	金融機関番号（４桁）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	支店名
	　　　
	
	店　番　号（３桁）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	預金の種類
	普通預金

	
	口座番号
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	口座名義
（ｶﾅ又はｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ）
	　　　

	２ 未徴収分
住民税の取扱い
	ﾁｪｯｸ
欄
	住民税を給与から控除（特別徴収）している場合は、下記のチェック欄にレ印をして下さい。（レ印がない場合は、「普通徴収」として扱います。）

	
	
	「普通徴収」　→　市区町村から送付される納付書によって直接支払う
※１月～４月末退職者は選択できません。

	
	
	「一括徴収」　→　今回の退職手当から控除して支払う
（住民税の未徴収額を退職手当から控除出来ない場合は普通徴収とします。）

	
	
	「特別徴収」　→　退職後の勤務先での給与から引き続き控除して支払う
※特別徴収の場合は、必ず退職後の勤務先をご記入下さい。

	
	
	退職後
勤務先
	勤務先名
	

	
	
	
	勤務先住所
	〒

	３ 退職後の住所

	※退職後の居所が国外である場合は、源泉徴収票等の送付先（国内に限る）も併せて記載願います。

	
	〒
　　℡(　　　)－(　　　　　)－(　　　　　)

	４ 退職手当からの控除項目
	①国家公務員共済組合掛金、社会保険料、雇用保険料、所得税、地方税その他法令で　　定めるもの　　　　②共済貸付けの返済金　　　　③財形持家融資の返済金
④宿舎の使用料　　　⑤給与（諸手当を含む。）の過払い分　　　　⑥旅費の返納分

	担当者使用欄
	住民税
	□一括徴収（　　　　円）　　□普通徴収に切替　　□特別徴収継続　　□特徴なし

	
	控除項目
	□共済貸付（　　　　　　　円）　□通勤手当払戻（　　月分給与・退職手当　　　　　円）
□給与返納等（　　　　　　円）　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	財務会計ｼｽﾃﾑ取引先ｺｰﾄﾞ
	


注1.太枠内をご記入ください。
注2.死亡退職者の場合は、氏名欄に死亡退職者名及び受給権者遺族者名を併記し金融機関名、口座番号及び
口座名義ついては、受給権者遺族について記入してください。
記入上の留意事項


「２．未徴収分住民税の取扱い」について
　　　住民税は１月１日現在に居住している市区町村に６月から翌年の５月にかけて前年（1/1～12/31）
　　の所得額に応じた税額を納付する事になっています。
住民税を特別徴収（１年分の税額を６月から翌年５月まで月割分割して給与から天引き）している
場合において、納税期間の中途で退職をした場合、退職日以降の期間に係る未徴収分住民税の納付方
法について選択してください。
　なお、特別徴収をしていない場合は記載不要です。
　　　　　　 1/1　　　　　　 　　　6/1　　　　　　　　　　　 1/1　　　　　　　　 　5/31
	
	
	
	
	　　　　


　　　　　　 ↑　　　　　　　　　　
　　　　　 居住地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　納税期間
【納付方法】
普通徴収：個人が市区町村から送付される納付書によって直接支払います。
一括徴収：今回支給される退職手当から未徴収分の住民税を天引きします。
　　　　　ただし、住民税の未徴収額が退職手当から天引きできない場合は普通徴収となります。
特別徴収：退職後の勤務先において引き続き毎月の給与から天引きします。
　　　　　この場合は新しい勤務先の情報（勤務先名及び勤務先住所）を必ず記載してください。

なお、１月～４月末において退職される方については一括徴収が義務付けられていますので、
一括徴収を選択してください。（特別徴収できる場合は除きます。）

また、再雇用教職員等として、引き続き東京大学において勤務される場合は、特別徴収を選択し
てください。

「３．退職後の住所」について
退職後の住所が国外の場合、源泉徴収票等を送付するため、国外の住所と併せて国内の連絡先も記
載願います。
また、退職後の住所が未定の場合でも「未定」と記載したうえ、郵送物が届く住所を併せて記載願
います。


　

